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（
平
成
二
六
年
二
月
一
七
日
法
律
第
二
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
二
月
四
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
新
藤
国
務
大
臣　

地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き

ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
に
係
る
復
興
事
業
等
の
実
施
の
た
め
の
特
別
の
財
政
需

要
に
対
応
す
る
た
め
に
震
災
復
興
特
別
交
付
税
に
要
す
る
額
に
つ
い
て

の
財
源
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
平
成
二
十
三

年
度
の
第
三
次
補
正
予
算
で
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
た
震
災
復
興

特
別
交
付
税
の
う
ち
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
復
興
事
業
等
の
実
施
状

況
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
度
に
繰
り
越
し
、
同
年
度
の
決
算
に
お
い
て
不

用
と
な
っ
た
金
額
に
つ
い
て
、
地
方
交
付
税
の
総
額
か
ら
減
額
す
る
と
と

も
に
、
平
成
二
十
五
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例
と
し
て
、

五
百
七
十
四
億
円
を
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
す
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

次
に
、
今
回
の
補
正
予
算
に
よ
り
、
震
災
復
興
特
別
交
付
税
に
要

す
る
額
の
加
算
の
ほ
か
、
平
成
二
十
五
年
度
分
の
地
方
交
付
税
が

一
兆
千
六
百
八
億
円
増
加
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
普
通
交

付
税
の
調
整
額
の
復
活
に
要
す
る
額
二
百
五
十
九
億
円
を
交
付
す
る
ほ

か
、
残
余
の
額
一
兆
千
三
百
四
十
九
億
円
を
平
成
二
十
六
年
度
分
の
地
方

交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
て
、
同
年
度
に
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
二
月
四
日
）

○
高
木
陽
介
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
地
方
財
政
の
状
況
等
に
鑑
み
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
復
興

事
業
等
の
実
施
状
況
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
度
の
決
算
に
お
い
て
不
用
と

な
っ
た
八
百
五
十
五
億
円
を
地
方
交
付
税
の
総
額
か
ら
減
額
す
る
と
と
も

に
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
復
興
事
業
等
の
実
施
の
た
め
、
平
成
二
十
五

年
度
分
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
に
つ
い
て
五
百
七
十
四
億
円
を
加
算
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
補
正
予
算
に
よ
り
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
平
成

二
十
五
年
度
分
の
地
方
交
付
税
一
兆
千
六
百
八
億
円
に
つ
き
ま
し
て
、

普
通
交
付
税
の
調
整
額
の
復
活
に
要
す
る
二
百
五
十
九
億
円
を
除
く
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方
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付
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六

一
兆
千
三
百
四
十
九
億
円
を
同
年
度
内
に
交
付
し
な
い
で
、
平
成
二
十
六

年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
て
交
付
で
き

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

本
案
は
、
昨
三
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
本
日
、
新
藤
総
務
大
臣
か

ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
質
疑
を
行
い
、
こ
れ
を
終
局
い
た

し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本

案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
二
月
七
日
）

○
山
本
香
苗
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
地
方
財
政
の
状
況
等
に
鑑
み
、
震
災
復
興
特
別
交
付
税

の
う
ち
、
東
日
本
大
震
災
に
係
る
復
興
事
業
等
の
実
施
状
況
に
よ
り
平
成

二
十
四
年
度
の
決
算
に
お
い
て
不
用
と
な
っ
た
金
額
を
減
額
す
る
と
と
も

に
、
復
興
事
業
等
の
実
施
の
た
め
、
平
成
二
十
五
年
度
分
の
震
災
復
興
特

別
交
付
税
に
つ
い
て
加
算
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
補
正
予
算
に
よ
り
増
加

し
た
同
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
額
の
一
部
を
平
成
二
十
六
年
度
分
の
地

方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
補
正
予
算
で
増
額
し
た
地
方
交
付
税
を
翌

年
度
に
繰
り
越
す
理
由
と
妥
当
性
、
震
災
復
興
特
別
交
付
税
の
使
途
の
在

り
方
、
除
排
雪
経
費
に
係
る
特
別
交
付
税
措
置
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
吉
良
よ
し
子
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。


